
平
成
二
十
四
年
四
月
十
日
受
領

答

弁

第

一

六

三

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
一
六
三
号

平
成
二
十
四
年
四
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

消
防
長
及
び
消
防
署
長
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
消
防
に
関
す
る
知
見
の
蓄
積
や
教
育
訓
練
の
充
実
に
よ
り
、
市
町
村
に
よ

っ
て
は
こ
れ
ら
の
職
に
必
要
な
消
防
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
市
町
村
の
消
防
長
及
び
消
防
署
長
の
任
命
資
格
を
定
め
る

政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
二
百
一
号
）
で
定
め
る
資
格
の
期
間
よ
り
短
期
に
取
得
で
き
る
環
境
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

政
令
で
一
律
に
定
め
る
の
で
は
な
く
、
政
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
べ
き
基
準
と
し
て
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
資
格
を
条

例
で
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
に
お
い
て
適
当
な
者
を
消
防
長
及
び
消
防
署
長
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
第
百
八
十
回
国
会
提
出
の
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
第
三
次
一
括
法
案
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
組
織
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
、
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



消
防
組
織
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
同
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
広
域
化
対

象
市
町
村
に
対
し
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
に
関
す
る
協
議
の
推
進
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を

勧
告
し
た
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
五
条
の
四

第
一
項
の
資
料
の
提
出
の
要
求
に
よ
り
、
当
該
勧
告
に
基
づ
い
て
広
域
化
対
象
市
町
村
が
講
じ
た
措
置
を
把
握
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
町
村
の
事
務
の
簡
素
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
修
了
ま
で
に
二
年
を
超
え
る
期
間
を
必
要
と
す
る
大
学
院
の
課
程
が
増
え
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、

二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
条
例
で
定
め
る
期
間
と
し
て
い
た
修
学
部
分
休
業
の
期
間
に
つ
い
て
、
条
例
で
定
め
ら

れ
る
余
地
を
拡
大
し
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
弾
力
的
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
二
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
と
い
う
当
該
期
間
の
上
限
を
廃
止
し
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
定
年
ま
で
五
年
を

二



超
え
る
期
間
を
有
す
る
職
員
に
つ
い
て
も
職
務
外
に
お
け
る
社
会
的
貢
献
や
定
年
退
職
後
の
人
生
設
計
の
た
め
に
高
齢
者
部

分
休
業
の
利
用
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
関
す
る
要
望
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
定
年
退
職
日
か
ら
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
条
例
で
定
め
る
期
間
�
っ
た
日
後
の
日
で
申
請
に
お
い
て
示
し
た
日
か
ら
定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間
と
し
て
い
た
高

齢
者
部
分
休
業
の
期
間
に
つ
い
て
、
条
例
で
定
め
ら
れ
る
余
地
を
拡
大
し
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
弾
力
的

に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
い
う
当
該
期
間
の
上
限
を
廃
止
し
、
条
例
で
定
め
る
こ
と

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
で
あ
る
職
員
の
年
齢
の
下
限
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
は
規
定
し
て
い
な

い
。

五
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
四
項
及
び
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
を
強
化

し
、
自
由
度
を
拡
大
す
る
見
地
か
ら
、
郵
便
局
の
指
定
等
を
行
っ
た
際
の
告
示
の
義
務
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
住
民
の
利

便
性
を
確
保
す
る
た
め
周
知
の
努
力
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
周
知
の
方
法
と
し
て
は
、
例

三



え
ば
、
広
報
誌
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
を
想
定
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
特
定
独
立
行
政
法
人
か
ら
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行

が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
及
び
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
、
地
方
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て
も
そ
の
組
織
体
制

を
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
と
す
る
定
款
の
変
更

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
つ

い
て
は
、
労
働
委
員
会
が
、
地
域
の
実
情
や
個
々
の
事
件
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
仲
裁
委
員
の
数
を
決
定
で
き
る
こ
と
と
す

る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
慎
重
に
労
働
争
議
の
仲
裁
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
八
条
第
二
項
の
民
生
委
員

四



推
薦
会
の
委
員
の
委
嘱
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
民
生
委

員
推
薦
会
の
委
員
を
委
嘱
す
る
方
が
、
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
民
生
委
員
の
活
動
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
資
す
る
こ

と
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
緩
和
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
つ

い
て
は
、
各
労
働
基
準
監
督
署
等
に
お
い
て
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
基
づ
く
適
用
事
業
報
告

に
よ
り
、
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
四
号
）
第
二
条
の

二
で
定
め
る
専
ら
事
務
所
の
用
途
に
供
さ
れ
る
特
定
建
築
物
に
係
る
事
業
所
の
把
握
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体

の
事
務
の
簡
素
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
及
び
十
一
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
第
二
項
第
二
号
又
は

第
五
十
九
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
人
権
侵
害
の
防
止
等

に
係
る
事
項
と
す
る
予
定
で
あ
る
。

五



十
二
に
つ
い
て

第
三
次
一
括
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
七
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
に
お

い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
観
点
か
ら
、
申
請
者
の
法
人
格
の

有
無
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
都
道
府
県
の
条
例
に
委
任
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
条
例
を
定
め
る
際
の
基
準

と
な
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
良
質
な
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
適
切
に
定
め
て
ま
い
り
た
い
。

十
三
に
つ
い
て

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
卸
売
業
務
の
許
可
に
係
る
申
請

書
が
中
央
卸
売
市
場
の
開
設
者
を
経
由
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
さ
れ
る
場
合
の
当
該
開
設
者
に
よ
る
意
見
の
添
付
に
つ

い
て
は
、
中
央
卸
売
市
場
に
お
い
て
は
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
卸
売
業
者
間
の
合
併
等
が
行
わ
れ
る
事
例
が
あ
り
、
当

該
開
設
者
に
対
し
、
広
域
的
に
業
務
を
行
う
卸
売
業
者
に
関
す
る
情
報
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
は
、
多
大
な
事
務
負
担
を
課
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
任
意
と
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
卸
売
市
場
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
卸

六



売
業
務
の
許
可
に
係
る
申
請
書
が
地
方
卸
売
市
場
の
開
設
者
を
経
由
し
て
都
道
府
県
知
事
に
提
出
さ
れ
る
場
合
の
当
該
開
設

者
に
よ
る
意
見
の
添
付
に
つ
い
て
は
、
地
方
卸
売
市
場
に
お
い
て
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
卸
売
業
者
間
の
合
併
等
が
進

展
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
中
央
卸
売
市
場
の
場
合
と
異
な
り
当
該
開
設
者
が
意
見
の
添
付
を
行
う
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
義
務
付
け
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

七


